
放 牧 編
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持続的な畜産物生産の在り方検討会中間とりまとめ～抜粋～

Ⅲ．戦略に基づく具体的な取組
１．家畜の生産に係る環境負荷軽減等の展開
（３）飼養管理

② 今後行うべき取組
放牧は、給餌や排せつ物処理等にかかる省力化や、草地・堆肥・牛

の自然な循環サイクルの形成に繋がる技術であり、ICT 等の活用に
より、更に省力的かつ環境負荷の低い飼養形態に改善されることが
期待される。
このため、
○ 生産段階では、
・ ICT 等を活用した機器導入や周年や耕作放棄地の活用を含めた

放牧の一層の推進
○ 研究段階では、
・ ICT 等による放牧管理システム等による省力的な放牧の技術開発
等に取り組んでいくことが必要である。

３．国産飼料の生産・利用及び飼料の適切な調達の推進
（２）今後行うべき取組

放牧の実施に当たっては、円滑な土地利用調整の解決が必要であ
るとともに、ICT 等の活用においては中山間地の放牧地の地形の影
響による電波不通などに対応するためのインフラ整備や放牧の技術
者の養成も必要となる。
○ 生産・流通段階では、

・ 条件不利な農地等における飼料生産や土地条件に応じた放牧の推
進

○ 研究段階では、
・ 飼料作物を取り入れた地域輪作体系の確立、放牧主体の飼養で放

牧ができない期間分の越冬用粗飼料生産のみを行う粗放的な肉用
繁殖経営の普及拡大

持続的な畜産物生産の在り方検討会と放牧

農林水産省生産局において、
我が国特有の営農条件の下で、畜産の持続的発展と環境負荷低減の両立を図りながら、食料自給率の向上、
地産地消等の役割を果たしていく日本型の「持続的な畜産物生産の在り方」について検討を行い、
令和３年６月に中間とりまとめを公表。この中で「放牧」については以下の通り記載。
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農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、令和3年6月
、我が国で持続的な畜産物生産を行うために必要となる環境負荷低減、
耕畜連携などの取組の方向性を提示しました。
ここでは、持続的な畜産物生産の在り方検討会の配付資料及び議事

概要、中間とりまとめ等について掲載しています。

持続可能な畜産物生産について：農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_tiku_manage/zizoku.html

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_tiku_manage/zizoku.html


放牧頭数（令和３年度）

（単位：万頭、％）

区 分
乳用牛 肉用牛

（酪農） （繁殖）

全国 飼養頭数 135.6 63.3

放牧頭数 26.4 (19.5) 10.6 (16.8)

経営内放牧 17.8 (67.3) 6.7 (63.1)

公共牧場 8.6 (32.7) 3.9 (36.9)

北海道 飼養頭数 83.0 7.6

放牧頭数 24.3 (29.3) 4.3 (56.2)

経営内放牧 17.4 (71.7) 3.6 (84.3)

公共牧場 6.9 (28.3) 0.7 (15.7)

都府県 飼養頭数 52.6 55.7

放牧頭数 2.1 (4.1) 6.3 (11.4)

経営内放牧 0.4 (18.6) 3.1 (48.9)

公共牧場 1.7 (81.4) 3.2 (51.1)

〇 令和３年度の放牧頭数は、乳用牛（酪農）では全国で約26万頭と、飼養頭数の約20％、肉用牛（繁殖）では全国で約11万
頭と飼養頭数の約17％であった。北海道、都府県別では、北海道の放牧利用の割合が高く、畜種別では北海道、都府県とも
に肉用牛の放牧利用の割合が高い。

〇 放牧頭数の割合を全国ベースでみると、乳用牛では約20％で推移し、肉用牛では約17～18%で推移している。

放牧頭数

※乳用牛・肉用牛（繁殖）の放牧頭数について、集計方法に変更があったため、
令和2年度以前の「公共牧場・放牧をめぐる情勢」で公表している数値と異なる。

資料：放牧頭数は（一社）日本草地畜産種子協会調べ（令和３年度は概算値）、
飼養頭数は畜産統計（令和３年２月１日現在）

注１：放牧頭数は、経営内放牧と公共牧場に預託して放牧されている頭数の計であり、重複している場合を含む
注２：肉用牛（繁殖）の飼養頭数は、子取り用の繁殖雌牛（１歳未満を含む）頭数
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放牧戸数（令和３年度）
（単位：戸、％）

区 分
乳用牛 肉用牛

（繁殖）（酪農）

飼養農家戸数 13,800 36,900

全国 経営内放牧戸数 2,127 (15.4) 3,393 (9.2)

公共牧場利用戸数 4,846 (35.1) 3,306 (9.0)

飼養農家戸数 5,710 1,860

北海道 経営内放牧戸数 1,981 (34.7) 559 (30.1)

公共牧場利用戸数 2,771 (48.5) 275 (14.8)

飼養農家戸数 8,090 35,040

都府県 経営内放牧戸数 146 (1.8) 2,834 (8.1)

公共牧場利用戸数 2,075 (25.6) 3,031 (8.7)

放牧戸数

〇 令和３年度の放牧戸数を畜種別にみると、
乳用牛（酪農）では、自ら放牧を行う経営内放牧が約2.1千戸、公共牧場を利用している経営が約4.8千戸となっている。
肉用牛（繁殖）では、経営内放牧が約3.4千戸、公共牧場を利用している経営が約3.3千戸となっている。

〇 全国ベースでみると、乳用牛、肉用牛ともに飼養戸数は減少傾向にあるが、
乳用牛では、飼養戸数に占める経営内放牧の割合は約14～16％、公共牧場を利用している経営の割合は
約34～38％で推移しており、経営内放牧の割合は近年微増傾向。
肉用牛では、飼養戸数に占める割合は、経営内放牧で約８～11％、公共牧場で
約８～10％で推移しており、いずれも近年微増傾向。

※乳用牛・肉用牛（繁殖）の放牧戸数について、集計方法に変更があったため、
令和2年度以前の「公共牧場・放牧をめぐる情勢」で公表している数値と異なる。 14

資料：（一社）日本草地畜産種子協会調べ（令和３年度は概算値）、飼養農家戸数は畜産統計（令和３年２月１日現在）
注１：経営内放牧と公共牧場利用は、重複している場合を含む
注２：肉用牛（繁殖）の飼養農家戸数は、子取り用の繁殖雌牛飼養戸数



放牧の取組事例
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北海道津別町 （有）石川ファーム

長崎県平戸市 石原放牧部会

島根県邑南町 農事組合法人須摩谷農場

• 平成12年に有機酪農を目指し、津別町
有機酪農研究会を設立。

• 平成17年に完全有機に転換。翌年に
日本初の有機牛乳のJAS認証を取得
し、製品販売を開始。

• 有機自給飼料とともに有機畑作農家の
飼料用とうもろこしを利用することで、
飼料自給率は78％を達成。

• 作付面積65ha、飼養頭数115頭（R４）

• 平戸市生月町では、従来より共同牧野
を中心に放牧を実施。

• 平成24年に畜産農家３戸が放牧部会を
設立。耕作放棄地を利用した黒毛和種
繁殖雌牛の放牧を開始。

• 耕作放棄地の解消により景観が改善さ
れ、周辺地域は観光PRや自動車CM、
映画撮影に利用。

・放牧面積3.72ha、放牧頭数11頭（R４）

• 耕作管理が困難な農地の保全を目的と
して、平成15年に放牧を開始。

• 周年親子放牧を実施し、2群編成とする
ことで、放牧圧の適正化と放牧利用日
数増加を図っている。

• キャトルステーション・農研機構・JA・県
等と連携した飼養管理改善の取組等に
より収益の向上を図る。

• 放牧面積11.7ha、放牧頭数14頭（R４）

おお なん

いきつきちょう

島根県出雲市 島根県畜産技術センター
• スマート農業技術の開発・実証・実装

プロジェクトにて、「荒廃農地の再生に
よる環境保全効果と生産性の高いス
マート放牧体系の実証」を西日本ス
マート放牧コンソーシアムの一員とし
て実施。（Ｒ４～Ｒ５）

• 大田市共同放牧場にて、放牧牛に
GPS機器を装着させ、放牧看視の省力
化技術の検証を実施。

• 放牧面積37ha 放牧頭数42頭（R５）

山口県山口市 山口型放牧あとう協議会
• 平成22年から転作田や耕作放棄地な

どで山口型放牧を開始。

• 平成25年にはＪＡが中心となって協議
会を設立し、和牛改良組合による放牧
牛の貸出と農事組合法人による放牧
管理の取組を開始。

• 現地検討会や研修会を開催。肉用牛
経営の省力化や農地保全に貢献。

• 放牧面積25.6ha、放牧頭数60頭（R４）

兵庫県淡路市 淡路和牛舌刈り活用推進協議会
• 平成20年に淡路市放牧研究会を設立。

• 平成26年には同研究会のカウバンク制
度を活用し、繁殖和牛農家から集落組
織へ牛の貸出を開始。

• 平成28年には淡路和牛舌刈り活用推進
協議会を設立。

• 耕作放棄地の解消、集落の景観形成、
獣害防止に貢献。

• 放牧面積7.2ha、放牧頭数36頭（R5）



酪農経営

注：令和２年畜産物生産費（牛乳生産費北海道50～100頭規模）
による搾乳牛通年換算１頭当たりから試算

＜前提条件＞経産牛50～100頭規模、放牧期間５～10月(６か月)

放牧の取組の効果等について

• 積極的に放牧を活用することで、生産コストの低減、健康な牛
づくり、ゆとりある酪農を実現。

• 初期投資が少ない放牧酪農による新規就農や放牧酪農研修
会等による地域の活性化を実現。

• 足寄町は平成16年に「放牧酪農推進のまち」と宣言し、約４割
の酪農家が放牧を実施。

放牧によるコスト削減効果の試算 放牧酪農推進のまち（北海道足寄町）の取組

酪農における放牧

○ 放牧に取り組むことによって、牛の飼養管理時間の低減や飼料生産の省力化を図ることにより、飼料生産・家畜飼養管理
に係るコストを大幅に低減できることに加えて、牛が健康になり繁殖能力の向上も期待できる。

○ 一方、放牧を中心とした酪農を行う場合、毎日の効率的な搾乳が可能となるよう草地や牛舎の立地上の制約がある他、乳
量の低下や乳脂肪分の季節変動の顕在化といった技術的課題がある。

都府県における放牧酪農の取組（熊本県S牧場）

• 成牛35頭を周年放牧で飼
養営（平成30年12月時点）。

• 草地（22ha）はイタリアンラ
イグラスと寒地型牧草（ペ
レニアルライグラス）。

• 水田(8ha)で稲WCS、イタリ
アンライグラスを生産。

• 生産された生乳の一部を
アイスクリームに加工し、
所在市内の飲食店で販売。

飼養戸数 頭数

全国（A) 13,800戸 849千頭

うち集約放牧（B） 311戸 22千頭

B/A（％） 2% 3%
資料：集約放牧実施戸数・頭数は（一社）日本草地畜産種子協会調べ、
注：全国（A）の飼養戸数と頭数（経産牛）は畜産統計（令和３年２月１日現在）
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集約放牧

集約放牧は、草地を複数の区画に分けて順番に放牧することにより草地の利
用と回復を繰り返し、牛に効果的に栄養価の高い牧草を採食させる放牧方式。
北海道を中心に行われており、酪農経営で多く取り組まれている。

（千円）
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894千円/頭（100）

736千円/頭（82）



■放牧面積：22.9ha、放牧頭数：76頭

■概要

• 京丹後地域は肉用牛繁殖が盛んな地域であるが高齢化が
進み、担い手減少に伴い飼養頭数も減少。

• 平成27年、京丹後市内の３法人等（肉用牛繁殖、肉用牛一
貫、他）が「京丹後放牧研究会」を設立。低コストでの肉用牛
繁殖経営の規模拡大を図るため、地域づくり放牧推進事業
を活用し、繁殖素牛５頭と電気牧柵等を導入したほか、耕作
放棄地や転作田を活用した放牧を実施。

• 平成30年、放牧面積は約23 ha、放牧頭数は76頭となるなど
低コストでの肉用牛繁殖経営の規模拡大を推進。

肉用繁殖雌牛の放牧

○ 肉用繁殖雌牛の放牧は、公共牧場を活用した取組のほか、中山間地域における耕作放棄地等を利用した取組も行われて
おり、地域の活性化に寄与。

○ 一方、肉用繁殖雌牛の小規模移動放牧には、牧養力の低さや飲水の確保、周辺住民の理解醸成等の課題がある。

林地を活用した放牧 耕作放棄地を活用した放牧

放牧によるコスト削減効果の試算 京都府 京丹後放牧研究会の取組

肉用牛繁殖経営

注：令和２年畜産物生産費（子牛生産費２～５頭未満規模）
による子牛１頭当たりの生産費から試算

＜前提条件＞繁殖雌牛２～５頭未満規模
放牧期間：５月～10月（６か月）

農林水産省では、放牧に関する技術・予算・データ等を網羅的にまとめて公表しています。

放牧の部屋（農林水産省Webサイト）
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/houboku.html

２次元バーコードはコチラ⇒
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（千円）
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750千円/頭（100）

565千円/頭（75）

約25%のコスト低減
（185千円/頭の削減）

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/houboku.html


・放牧牛乳
・放牧乳製品
（放牧期のみ）限定

○ （一社）日本草地畜産種子協会では、平成21年から、放牧に取り組む牧場のうち、放牧面積や放牧期間について一定の要件
を満たす牧場を「放牧畜産実践牧場」として認証。また、これに併せて、放牧畜産実践牧場で生産される牛乳、アイスクリーム
等の畜産物の認証も実施。

○ 令和５年１月現在では、牧場で111件、畜産物では20件（※牛乳７件、アイスクリーム３件、チーズ８件、ヨーグルト５件、牛肉１
件 ）、放牧子牛で２件、放牧肥育牛で１件がそれぞれ認証されている。

※複数種類の畜産物で認証を取得している牧場があるため、合計数は20件に一致しない。

注 ： R５年１月現在、放牧畜産実践牧場内訳 酪農99件 肉用牛（繁
殖）12件

放牧畜産物を生産する牧場における飼養管理事項の基準を定めた「放牧畜産基準」
の他、酪農では４つの生産基準、肉用牛では３つの生産基準を策定。

※ 放牧畜産基準認証マーク
放牧畜産認証が得られた畜産
物等に使用が認められる。

 放牧畜産の生産フローと８つの基準認証

１．放牧畜産基準
２．放牧酪農牛乳生産基準
３．放牧酪農乳製品生産基準

放牧畜産
実践牧場

生 乳

放牧子牛 放牧肥育牛

・放牧酪農牛乳
・放牧酪農乳製品

放牧牛肉

酪農経営

肉用牛繁殖経営 肉用牛肥育経営 と畜、食肉処理・加
工等業者

乳業組合
乳業会社
酪農経営等
（ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ）

肉用牛
繁殖経営

６．放牧子牛生産基準 ７．放牧肥育牛生産基準 ８．放牧牛肉生産基準

４．放牧牛乳生産基準
５．放牧乳製品生産基準

放牧実践の見える化（放牧畜産基準の認証制度）
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認 証 の 種 類 件数

1 放牧畜産基準（放牧畜産実践牧場(注）） 牧場 111

2 放牧酪農牛乳生産基準 畜産物 7

3 放牧酪農乳製品生産基準 畜産物 11

4 放牧牛乳生産基準 畜産物 －

5 放牧乳製品生産基準 畜産物 1

6 放牧子牛生産基準 子牛 2

7 放牧肥育牛生産基準 肥育牛 1

8 放牧牛肉生産基準 畜産物 1



○ 畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策のうち
放牧活用型持続的畜産生産推進 【令和５年度予算概算決定額 343（438）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
持続的な畜産物生産を推進するため、放牧の推進や放牧管理における省力化機器等の導入の取組等を支援します。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○飼料自給率 ：25％→34％
○粗飼料自給率：76％→100％

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．放牧利用推進
○ 専門家による現地指導、放牧理解醸成の取組、横展開を推進するパンフレットの
作成等に対し助成します。

２．放牧牛導入推進
○ 放牧に必要な肉用繁殖雌牛の導入に対し助成します。

補助上限 妊娠牛 27.5万円/頭
育成牛 17.5万円/頭
自家保留牛 4万円/頭

３．放牧条件整備
○ 放牧実施に必要な電気牧柵、高張力線等の資材、給水設備、アブ誘引装置、
簡易牛舎用の資材購入、放牧管理の省力化機器（GPSによる放牧牛の位置確
認等）の導入、放牧地の簡易な整備（土壌分析、種子など）等に対し助成しま
す。

１．放牧利用推進

２．放牧牛導入推進

３．放牧条件整備

＜事業の流れ＞

国 生産者集団等
定額、1/2以内

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3502-5993）

説明会、研修会の開催 専門家による現地指導 放牧牛の馴致

肉用繁殖雌牛の導入、導入に必要な経費の助成

電気牧柵 給水設備

スタンチョン

アブ誘引装置

GPS端末
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